
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和２年９月２８日 １３時３０分ごろ 

発生場所 熊本県上天草
かみあまくさ

市合津
あ い つ

港 

 合津港長瀬灯標から真方位１８６°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３１.１′ 東経１３０°２５.９′） 

事故の概要  貨物船平
へい

神
しん

丸は、着岸中、巻取式ハッチカバーを閉鎖する際、乗組

員が負傷した。 

事故調査の経過 令和２年１０月１３日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 平神丸、２６７トン 

１４１８３１、有限会社伸和汽船 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

航海士、六級（航海） 

 負傷者 軽傷 １人（航海士） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、気温 約２５℃ 

 事故の経過 本船は、船長及び航海士ほか３人が乗り組み、公共岸壁に着岸し、

船長を除く４人の乗組員が船倉の巻取式ハッチカバーの保守整備作業

を行っていた。 

航海士は、作業が終わったので、船首部でハッチカバーの開閉レ 

バーを左手で操作してハッチカバーを閉鎖していたところ、立ち眩
くら

み

がして無意識のうちにハッチカバー走行レールの上に右手をついてし

まい、ハッチカバーとレールとの間に右手小指を挟まれた。 

航海士は、救急車で病院に搬送され、右手小指裂傷の治療を行った

後、帰宅した。 

航海士は、本事故時、体調不良の状態で作業を行っていた。 

分析 

 

本船は、着岸中、巻取式ハッチカバーを閉鎖中だった航海士が、立

ち眩みがしてハッチカバー走行レールの上に右手をついたことから、

ハッチカバーとレールとの間に右手小指を挟まれて負傷したものと推

定される。 

原因  本事故は、本船が着岸中、巻取式ハッチカバーを閉鎖中だった航海

士が、立ち眩みがしてハッチカバー走行レールの上に右手をついたた

め、ハッチカバーとレールとの間に右手小指を挟まれたことにより発

生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・乗組員は、体調不良の場合は、甲板機器を操作する作業を行わ

ず、船長に報告して作業を交代してもらうこと。 

 


